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この案を提出するのは、市内に工場等を新増設する事業者に対し奨励措

置を講じ、企業立地の促進、企業の流出防止及び雇用の拡大を図るため、 

本条例を定める必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   北名古屋市企業立地促進条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市内に工場等を新増設する事業者に対し奨励措置を

講ずることにより、企業立地の促進、企業の流出防止及び雇用の拡大を

図り、もって地域経済の振興と市民生活の向上に寄与することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 指定地域 本市に属する区域のうち、規則で定める地域をいう。 

⑵ 工場等 物品の製造の用に供する施設及びその研究開発の用に供す

る施設並びにこれらに附帯する施設のうち、次に該当する分野をいう。 

ア 航空宇宙 

イ 次世代自動車 

ウ 環境・新エネルギー 

エ ロボット 

オ 情報通信 

カ 健康長寿 

キ 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化

に関する法律（平成１９年法律第４０号）に基づく東尾張地域基本

計画の指定集積業種（ただし、物流関連産業を除く。）の分野 

ク その他市長が認める分野 

⑶ 事業者 営利を目的として工場等において継続的に事業を営む法人

又は個人をいう。 

⑷ 新増設 指定地域に工場等を新たに設置（家屋を賃貸する場合を除

く。以下同じ。）すること又は既存の工場等を拡充し、若しくは償却

資産（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条第４号に規

定する償却資産をいう。以下同じ。）を設置し、若しくは工場等の全

部を建て替えることをいう。ただし、「工場等の拡充」とは、工場等



の改築後の固定資産税評価額が増加するものに限る。 

⑸ 投下固定資産総額 事業者が工場等の新増設に要した費用のうち、

家屋及び償却資産（土地を除く。）を取得した費用の合計額をいう。 

⑹ 大企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第

１項に規定する中小企業者の基準を超える事業を営む者をいう。 

⑺ 中小企業者 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者を

いう。ただし、次号の小規模企業者を除く。 

⑻ 小規模企業者 中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業

者をいう。 

（奨励措置） 

第３条 市長は、この条例の目的を達成するため、次条第１項に該当する

事業者に対し、工場等新増設促進奨励金を予算の範囲内において、規則

で定める額を交付することができる。 

２ 市長は、前項又は北名古屋市高度先端産業立地促進条例（平成２１年

北名古屋市条例第３号）第３条に定める奨励措置（以下「高度先端産業

立地促進奨励金」という。）のいずれかの交付を受ける事業者（以下

「対象事業者」という。）に対し、次に掲げる奨励金を予算の範囲内に

おいて、規則で定める額を上乗せして交付することができる。 

⑴ 新エネルギー施設等促進奨励金 

⑵ 雨水活用施設促進奨励金 

⑶ 雨水流出抑制施設促進奨励金 

⑷ 雇用促進奨励金 

⑸ 障害者等雇用促進奨励金 

３ 市長は、指定地域内又は指定地域外にかかわらず、市内に工場等を有

する事業者が、その周辺地域における市民生活との調和に貢献すると認

める施設又は事業等（以下「地域貢献事業等」という。）に対し、地域

貢献事業等促進奨励金を予算の範囲内において、規則で定める額を交付

することができる。この場合において、対象事業者にあっては当該奨励

金に上乗せして交付することができるものとする。 

４ 市長は、指定地域内又は指定地域外にかかわらず、市内に工場等を有



する事業者が行うＪＩＳＱ９１００認証（ＩＡＱＧによる国際統一規格

である航空宇宙品質マネジメントシステムの日本規格をいう。）及びＮ

ａｄｃａｐ認証（ＰＲＩが認定する国際航空宇宙産業特殊工程認証プロ

グラムをいう。）の取得又は更新に対し、航空機産業国際認証奨励金を

予算の範囲内において、規則で定める額を交付することができる。 

５ 市長は、対象事業者へ工場等の土地又は家屋を売却し、又は賃貸する

ことにより企業立地に協力した者（以下「企業立地協力者」という。）

に対し、企業立地協力者奨励金を予算の範囲内において、規則で定める

額を交付することができる。ただし、当該事業者が売買又は賃貸借契約

締結後３年以内に工場等の当該工事に着手した場合又は操業を開始した

場合に限る。 

（奨励金の交付対象となる事業者及び企業立地協力者） 

第４条 前条第１項に定める工場等新増設促進奨励金の交付の対象となる

事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 指定地域において新増設した工場等が規則で定める投下固定資産総

額であるもの 

⑵ 新増設する工場等の常用雇用者を操業開始後３年の間に、大企業者

にあっては１００人以上、中小企業者にあっては２５人以上維持して

いるもの 

⑶ 新増設する工場等が周辺地域の生活に規則で定める環境配慮を行う

もの 

２ 前条第２項第１号に定める新エネルギー施設等促進奨励金の交付の対

象となる事業者は、新増設した工場等の操業を開始した日（以下「操業

開始日」という。）の前日までに、新エネルギー法第２条に規定する新

エネルギー利用等のための施設等のうち、規則で定める施設等を設置し

ているものとする。 

３ 前条第２項第２号に定める雨水活用施設促進奨励金の交付の対象とな

る事業者は、操業開始日の前日までに、雨水を貯水し、及び活用する施

設のうち、規則で定める施設を設置しているものとする。 

４ 前条第２項第３号に定める雨水流出抑制施設促進奨励金の交付の対象



となる事業者は、操業開始日の前日までに、雨水を貯留し、又は浸透す

る設備等のうち、規則で定める設備等を設置しているものとする。 

５ 前条第２項第４号に定める雇用促進奨励金の交付の対象となる事業者

は、操業開始日の前後１年の間に、新たに雇用保険法（昭和４９年法律

第１１６号）第４条第１項に規定する被保険者である従業員（短時間労

働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号）第２条

に規定する短時間労働者を除く。）として大企業者にあっては５人以上、

中小企業者にあっては３人以上、小規模企業者にあっては１人以上の市

内に居住する者の雇用を開始し、１年以上経過し、現に雇用しているも

のとする。 

６ 前条第２項第５号に定める障害者等雇用促進奨励金の交付の対象とな

る事業者は、新たに前項に規定する従業員として障害者等（障害者の雇

用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２条第１号に

規定する障害者）及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が

実施する第２号職場適応援助者養成研修又は厚生労働大臣が定める第２

号職場適応援助者養成研修を修了したジョブコーチの雇用を開始し、１

年以上経過し、現に雇用しているものとする。 

７ 前条第３項に定める地域貢献事業等促進奨励金の交付の対象となる事

業者は、指定地域の内外及び操業開始日にかかわらず、市内において工

場等を有し、かつ、規則で定める地域貢献事業等を設置又は実施してい

るものとする。 

８ 前条第４項に定める航空機産業国際認証奨励金の交付の対象となる事

業者は、指定地域の内外及び操業開始日にかかわらず、市内の事業者で、

法人格を有し、規則で定める対象経費により認証取得又は更新をしたも

のとする。 

９ 前条第５項に定める企業立地協力者奨励金の交付の対象となる企業立

地協力者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 工場等の立地に係る土地若しくは家屋を譲渡し、若しくは賃貸する

事業者と子会社、親会社若しくは関連会社の関係にないこと又は当該

事業所の社員若しくは役員の地位にないこと等経営上密接な関係に 



ないもの 

⑵ 市税を滞納していないもの 

（重複受給の禁止） 

第５条 事業者は、同一の立地において同時期に、高度先端産業立地促進

奨励金又は第３条第１項に定める工場等新増設促進奨励金の交付を重複

して受けることができない。 

２ 事業者は、第３条第２項第５号に定める障害者等雇用促進奨励金の対

象となる障害者等については、同項第４号に定める雇用促進奨励金の対

象とすることはできない。 

（認定の申請及び決定） 

第６条 第３条第１項、第３項及び第４項に規定する奨励措置を受けよう

とする事業者又は同条第５項に規定する奨励措置を受けようとする企業

立地協力者は、市長が定める必要な書類を添えて、市長に認定の申請を

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査

し、認定の可否を決定し、前項の申請をした者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による認定に当たって特に必要があると認めると 

きは、当該認定に必要な条件を付することができる。 

（認定の取消し） 

第７条 市長は、前条第２項の規定による認定を決定した事業者又は企業

立地協力者（以下「認定事業者等」という。）が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該認定事業者等に係る認定を取り消すことができる。 

⑴ 第４条第１項、第７項、第８項又は第９項に規定する要件のいずれ

かを欠くこととなったとき。 

⑵ この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反すると認められると

き又は北名古屋市高度先端産業立地促進条例第９条各号に該当すると

認められるとき。 

⑶ 奨励措置の対象となった工場等が奨励金の交付対象期間内に操業を

休止し、又は廃止したとき。 

 ⑷ 偽りその他不正な手段により認定を受けたと認められるとき。 



 ⑸ 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認

められるとき。 

 ⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が認定を取り消すことが必要であ

ると認めるとき。 

（交付の申請及び決定） 

第８条 第３条第１項から第５項までに規定する奨励金の交付を受けよう

とする認定事業者等は、規則で定める奨励金の交付の時期に、市長が定

める必要な書類を添えて、市長に交付の申請をしなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査 

し、奨励金の交付の可否を決定し、認定事業者等に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による交付に当たって、特に必要があると認める

ときは、これに必要な条件を付することができる。 

（奨励金の不交付等） 

第９条 市長は、奨励金の交付を受け、又は受けようとする認定事業者等

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の全部若しく

は一部を交付せず、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還

させることができる。 

⑴ 第７条の規定により認定を取り消されたとき。 

 ⑵ 市税を滞納したとき。 

 ⑶ 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようと

したと認められるとき。 

 ⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団又は警察当局から排除要請が

ある者と認められるとき。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が奨励金の全部若しくは一部を交

付せず、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させる必

要があると認めるとき。 

２ 前項の規定により奨励金の返還を命ぜられた認定事業者等は、規則で

定めるところにより、これを返還しなければならない。 

（報告及び立入調査） 



第１０条 市長は、特に必要があると認めたときは、第３条に規定する奨

励措置を受け、若しくは受けようとする認定事業者等に対して必要な報

告を求め、又は工場等への立入調査を行うことができる。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 


